
 

入 札 公 告 

令和 6 年 2 月 27 日 

医療法人 春香会 

理事長 奥野薫 

 

医療法人春香会の発注するロボット介護導入について、下記のとおり一般競争入札の公告 

をいたします。 

 

１．事業概要 

（１）大規模修繕に伴う介護ロボット、ICT導入及びネットワーク整備 

（２）入札対象事業 

① コニカミノルタ社 HitomeQケアサポート 導入一式 

② フランスベッド社 M-2R 導入一式 

③ ①及び②に要する通信環境整備工事一式 

④ HitomeQケアサポート導入設置工事 

（３） 納品場所 みどり市大間々町桐原 1570-498 

 介護老人保健施設プランタンおおまま 

（４） 履行期限 契約日から令和 8 年 3 月 31 日（火）まで 

 

２．入札手続き 

（１）入札方法 一般競争入札 

（２）入札期間 令和 8 年 3 月 6 日（金）午後 3 時 

（３）入札方法 下記メールアドレスにお申し込み・お問い合わせください。 

E-mail：printemps@camel.plala.or.jp 担当：水間 

※メールの件名に、１-（２）の入札対象事業を明記する事 

（４）入札保証金 なし 

（５）最低制限価格 なし 

 

３．入札資格 

（１）予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。 

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を 

得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

（２）予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。 

（３）契約の相手方として不適切でなく契約の相手方として不適切な行為をしない者であ 

ること。なお、契約の相手方として不適切な者及び不適切な行為をする者とは、以 

下のア及びイに示す者である。 

ア 契約の相手方として不適切な者 

（ア）法人等（個人、法人または団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法 

人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をい 

う。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与して 



 

いる者をいう。以下同じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関 

する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同 

じ。）又は暴力団員（同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）で 

あるとき。 

（イ） 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害

を 

加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしているとき。 

（ウ）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな 

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると 

き。 

（エ）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなど 

しているとき。 

（オ）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に避難されるべき関係を有しているとき。 

イ 契約の相手方として不適当な行為をする者 

（ア）暴力的な行為を要求する者 

（イ）法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 

（ウ）取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 

（エ）偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 

（オ）その他前各号に準ずる行為を行う者 

 

４．入札に関する問合せ 

（１）問合せ方法 次のメールアドレスに請求すること。 

E-mail：printemps@camel.plala.or.jp 担当：水間 

（２）問合せ期間 公示日から令和 8 年 3 月 6 日午後 3 時 

（３）問合せ方法 メールのみ 

 

５．落札者の決定方法 

（１）入札した者のうち、最低価格で入札した者を落札者とする。なお、最低価格の入札

者が同額で 2 人以上いる場合は、くじ引きで落札者を決定する。 

（２）入札に参加する者が 1 者のみの場合は、1 回のみ入札を行うこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

６．入札に関する注意事項 

（１）落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に、当該金額の 100 分の 10 に

相当する額を加算した金額をもって契約金額とするので、入札参加者は消費税に係る 

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望額の 110 分の 100 に相 

当する金額を入札書に記載すること。 

（２）入札を辞退するときは、入札辞退届により申し出ること。 

（３）落札者は入札金額見積内訳書を提出すること。 

（４）次の各事項に該当する入札は無効とする。 

① 入札に参加する資格がない者がした入札 

② 二以上の入札書を提出した者がした入札 

③ 二以上の者の代理をした者がした入札 

④ 郵便、電報、電話及びファクシミリにより入札書を提出した者がした入札 

⑤ 談合その他不正行為があったと認められる入札 

⑥ 入札後に辞退を申し出て、その申し出を受理された者がした入札 

⑦ 次に掲げる入札書による入札 

イ 入札金額を訂正した入札書 

ロ 入札者の押印のない入札書 

ハ その他の記載事項を訂正した場合、その箇所に押印のない入札書 

ニ 押印された印影が明らかでない入札書 

ホ 記載すべき事項の未記入の入札書又は記入した事項が明らかでない入札書 

⑧ その他公示に示す事項に反したものがした入札 

（５）入札説明会は実施しない。 

以上 


